
 
 

 

東日本大震災に係る「金融相談窓口」について 
 

高岡信用金庫 
 

このたびの東日本大震災に際し、被害を受けられました皆さまには、心からお見舞い

申し上げます。 

高岡信用金庫（理事長 在田 長生）では、今回の東日本大震災による被災や震災の影

響を受けられた皆さまからのご相談を承っております。 

また、震災被害に伴う中小企業者の皆さま方の資金繰りや資金需要に対し、緊急融資を

取り扱っております。 

東日本大震災に関するご相談につきましては、全営業店に設置しております金融円滑

化に係る「金融相談窓口」にて引き続き承りますのでご利用いただきますようご案内申

し上げます。 

高岡信用金庫は今後とも地域の皆様の着実な資産づくりと地域経済の発展のために、

よりよい金融サービスを提供いたしますので、ご愛顧のほど宜しくお願いいたします。 

 

以 上 

 
【ご相談窓口】 

（１）営業店のご相談窓口 

・営 業 店  現在お取引いただいている各支店にお申し出ください。 

・設置場所  各支店 

・受付方法  ご来店、お電話 等 

・受付時間  平日 ９：００～１５：３０ 

・電話番号  店舗一覧をご覧ください。 

（２）本部のご相談窓口 

      ・設置場所  融資部 

      ・受付方法  お電話 

・受付時間  平日 ９：００～１５：３０ 

・電話番号  ０７６６－２３－１２２４（直通） 

 



 
 

 

【商品内容】 

１．商 品 名 たかしん震災対策緊急融資 

２．融資対象者 当金庫地区内にて事業を営む、中小企業・個人事業者を対象と

します。（当庫との取引の有無は問いません） 

３．資金使途 被災関連資金 
（運転資金・設備資金） 

４．融資金額 平均月商の３か月分程度 
（但し、上限を３０，０００千円とする） 

５．融資種類・

期間 

証書貸付  ５年以内 
（１ケ月毎の分割弁済、据置期間６か月可） 
 

６．融資利率 通常当庫所定の金利から０．２％金利を引き下げる 

７．取扱期間 平成２３年３月１６日（水）～平成２３年９月３０日（金） 

８．融資条件 当庫審査基準による 

 

 


